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 解 説  

１．ベトナム現地法人の売却について 

 一般的にベトナムにおいて現地法人を売却したいという場合、次の方法があり

ます。 

※ 中堅・中小企業がベトナムに現地法人を設立する場合、一人社員有限責任会

社、二人以上社員有限責任会社が多いため、本稿ではこの２つの形態の場合に

絞って説明します。 

 (1) 出資持分の譲渡（出資持分を譲受人（個人・法人）への譲渡） 

 (2) 資産譲渡（現地法人が所有する資産の譲渡） 

 実務的には「（2）資産譲渡」は、土地の譲渡、許認可面等で譲受人に負担がある

ことから、「（1）出資持分の譲渡」の方式を取られることが多いようです。以下

「（1）出資持分の譲渡について説明します。 

 ※ 「（1）出資持分の譲渡」については、二人以上社員有限責任会社の場合、他

の出資者に最初予定している譲渡条件にて買い取るか否かを伺う必要がありま

す。 

 

２．現地法人売却の流れについて 

  現地法人を売却する場合、①売却戦略の策定（どのような形・条件で売却した

いのかを日本親会社を含めて意思統一を図る）、②譲渡先候補の選定、③譲渡先

との合意およびデューデリジェンスの受け入れ、④条件交渉、⑤持分譲渡契約書

締結・譲渡、⑥ベトナムでの変更登記完了（当局審査あり）が一般的な流れとな

ります。出資持分の譲渡については、ベトナムでの変更登記完了をもって完了と

なります。それまでは従前の出資者が責任を負うことになるため、登記が終了す

るまでは売却手続中であるため注意が必要です。 

 

 

Ｑ． 

 ベトナムにある日本会社 100%出資の現地法人を売却したいと考えています。

どのような点に注意したらよいか教えてください。（製造業） 

 

Ａ． 

 ベトナムにおいて現地法人を売却したいという場合、出資持分の譲渡または

資産譲渡による方法となりますが、出資持分の譲渡が一般的です。譲渡先候補

選定にあたり、売却する法人の債権・債務を清算しておく、コンプライアンス上

問題となる取引関係の有無の確認等が注意点として挙げられます。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/49_VN_Saleoflocalsubsidiary.pdf

